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双方向計量機能付きスマートメーターの一部導入開始 

に伴う取扱いの変更について 
 
 弊社は，平成２７年７月２１日以降の再生可能エネルギーからの電力受給に関する契約申込み受付分
について，双方向計量機能（１計器で順潮流と逆潮流を計測できるもの）付きスマートメーターの一部
導入を開始しております。 

 この度，平成２８年１０月１日以降の電力受給に関する契約申込み受付分から，双方向計量機能付き
スマートメーターの導入対象計器を拡大させていただきます。 

つきましては，電力受給に関する契約申込みに伴うお客さまの計器配線等については，以下の取扱い
とさせていただきますので，今後，電力受給に関する契約申込みをご検討のお客さまについては，ご留
意くださいますようよろしくお願い申し上げます。 
 

１．今後の計器配線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 変成器付計器の場合も双方向計量機能を有したスマートメーター（１台）を取付します。 
なお，これまでと同様，需給契約に応じた変成器１次側の配線といたします。 
 

２．対 象 
・発電設備を低圧連系し，自ら消費する電力を除いた電力を弊社へ供給し，弊社がこれを受電する場
合で，単相３線式６０Ａ・１２０Ａ・２５０Ａ・２００Ａ／５Ａ・３００Ａ／５Ａまたは，三相３
線式６０Ａ・１２０Ａ・２５０Ａ・２００Ａ／５Ａ・３００Ａ／５Ａの計器を取付する場合。 

 
３．実施予定日 
・平成２８年１０月１日申込み受付分からの実施いたします。 

 
４．双方向計量機能付きスマートメーター導入にあたっての主な変更点 
 ・計器配線準備が１計器分となります。 

 ・買取用計器工事費単価が変更となります。 
 

 双方向計量機能付きスマートメーター設置時については，以下の場合のみお客さまより買取用計器
工事費を申し受けます。 

  ・需給契約が定額制契約の場合，工事費の全額をお客さまより申し受けます。 
  ・需給契約が従量制契約の場合，需給契約のみの場合の計器容量と，発電設備の設置に伴う計器

容量の計器設置時の工事費との差額をお客さまより申し受けます。 
 
・変更後の単価は「買取用計器工事費単価表」にて，別途お知らせいたします。 
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